
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

◆融資限度額 ：2,000 万円 

  ◆ご返済期間 ：運転資金 10 年以内、設備資金 10 年以内 

  ◆担保・保証人：無担保・無保証人 
 

【お使いみち】 

  ◆運転資金：仕入資金、買掛金・手形決済資金、給与・賞与支払い、諸経費支払い 等 

  ◆設備資金：機械・設備・什器の購入、店舗・事務所改装資金、車両購入資金 等 
 

【ご利用いただける方】（三沢市商工会の会員・非会員を問わずご利用いただけます。） 

  ◆常時使用する従業員が 20 名以下（商業・サービス業（宿泊業及び娯楽業を除く）の場合５名以下）の 

法人・個人事業主の方 

  ◆商工業者であり、かつ日本政策金融公庫の融資対象業種を営んでいる方 

  ◆所得税、法人税、事業税及び都道府県民税や市町村民税（均等割りを含みます）を原則としてすべて 

完納している方 

  ◆最近 1 年以上三沢市商工会の地区内で事業を行っており、原則として６ヵ月以上三沢市商工会の 

経営指導を受けている方 
 

※審査の結果、ご希望に沿えない場合がございます。 
※本相談会における融資推薦等に関わる取引情報等やご記入いただいた情報について、三沢市商工会と日本政策金融公庫八戸支店との間で 

情報交換等に使用することがございますので、予めご了承ください。 

「金融個別相談会（一日金融公庫）」（マル経融資など） 

事前予約制 

マル経融資（小規模事業者経営改善資金）は、小規模事業者の方々の経営改善を促進することを目的とした 

日本政策金融公庫の融資制度です。ご利用にあたっては、商工会議所・商工会等の長の推薦が必要です。 

 

■相談員 青森県事業承継・引継ぎ支援センター 事業承継専門家 
 

◆中小企業・小規模事業者にとって「事業承継」が課題となっております。 

大切に育んだ事業の事業承継（後継者に事業を託すことや第三者に事業を引継ぐこと）に関する 

疑問について、青森県事業承継・引継ぎ支援センターの事業承継専門家が個別相談を承ります。 
 

※ご相談いただいた情報は、三沢市商工会及び日本政策金融公庫八戸支店、青森県事業承継・引継ぎ支援センターが、本相談会の実施や 

運営のために利用させていただきますので、予めご了承ください。 

「事業承継個別相談会」 

【共催：三沢市商工会 日本政策金融公庫八戸支店 青森県事業承継・引継ぎ支援センター】 

日 時：令和７年７月 8 日（火）10：00～16：00（詳しい内容は裏面をご覧ください） 

会 場：三沢市商工会  三沢市幸町二丁目１－１  相談料：無 料 

■相談員 日本政策金融公庫八戸支店 融資担当職員 

■マル経融資のご案内 

◆ 三沢市商工会に日本公庫の融資担当者がお伺いし、融資や事業に関するご相談を承ります。 

◆ 融資制度全体にかかるお問い合せや創業に関するご相談なども可能です。 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ご相談内容について詳しくご記入ください。（任意） 

■ご希望する相談会の各項目の□にチェック（ ）を入れてください。 

※「金融個別相談会（一日金融公庫）」と「事業承継個別相談会」、両方の相談も可能です。 
 

□「金融個別相談会（一日金融公庫）」（最大 60 分） 

ご希望する時間帯の□にチェック（ ）※時間は先着順でお取りしますので重複等の際は調整させていただくことがあります  

 

 

 

 
 
 
 
 
□「事業承継個別相談会」（最大 60 分） 

ご希望する時間帯の□にチェック（ ）※時間は先着順でお取りしますので重複等の際は調整させていただくことがあります   

 
 
 
 
◆ご相談内容について（複数チェック可） 

□事業を引き継ぐ前に経営を改善したい 

□事業を引き継ぎたいが後継者がいない。第三者へ引き継ぎを検討してみたい 

□創業や事業拡大、多角化のため事業を譲り受けたい 

□後継者が困らないように経営者教育をしたい 

□その他 具体的に（                                ） 

 

■ご持参いただく資料 

 ・確定申告書・決算書２期分のコピー 

（税務署に提出したもの、勘定科目明細を含む） 

※決算後６ヵ月以上経過している場合は 

残高試算表もお持ちください。 

■お申込み方法 

 １．本申込書を三沢市商工会まで 

FAX（0176-53-2766）してください。 

 ２．申込書が届き次第、予約完了のご連絡を 

いたします。 

「金融個別相談会（一日金融公庫）・事業承継個別相談会」FAX 申込書 
三沢市商工会 行  FAX：0176-53-2766  申込先着順・事前予約制 

希望時間 □10：00～ □11：00～ □13：00～ □14：00～ □15：00～ 

 

引き続き事業承継個別相談会も
おすすめします。(最大 30 分) 

 

TEL 0176-53-2175 

FAX 0176-53-2766 

企業名 
（ふりがな                                ） 

ＴＥＬ －    － 

代表者名 

（ふりがな                                ） 

様 

生年月日（昭和・平成    年    月    日） 

携帯電話 －    － 

ＦＡＸ －    － 

ご住所 
□事業所 

□代表者 

〒   － 
創業年 

昭和・平成・令和 

年   月  

ご相談者 
役職              お名前 

様 
従業員数 

※役員・パート・アルバイトを除く 

人  

該当する方に〇を

入れてください 
個人 ・ 法人 ⇒ 決算月（法人）   月 日本政策金融公庫とのお取引 

（注：金融個別相談会希望の場合記載） 
あり ・ なし 

融資希望額 
（注：金融個別相談

会希望の場合記載） 

           万円 
資金使途 

（注：金融個別相談会 

希望の場合記載） 
運転資金 ・ 設備資金 

 

三沢市商工会 
〒033-0011 三沢市幸町二丁目 1-1 

営業日 月～金(祝祭日を除く)  営業時間 8：15～17：00 

ホームページ  https://www.misawa.or.jp 

お気軽に 

お問い合わせ 

ください。 

□11：00～ □12：00～ □14：00～ □15：00～ □16：00～ 

 

希望時間 □10：00～ □11：00～ □13：00～ □14：00～ □15：00～ 

 

60 歳以上の方へ 


